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         委員長報告 

         委員長報告に対する質疑 

         討論 

         採決 

    追加日程第１ 発議第２号 教職員定数改善と義務教育費国庫負担制度２分の１復元を

はかるための、２０２０年度政府予算に係る意見書（案）

の提出について 

         追加議案に対する趣旨説明 

         追加議案に対する質疑 

         討論 

         採決 

         閉会の宣告 

────────────────────────────── 
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         委員長報告に対する質疑 
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    追加日程第１ 発議第２号 教職員定数改善と義務教育費国庫負担制度２分の１復元を

はかるための、２０２０年度政府予算に係る意見書（案）
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────────────────────────────── 

午前10時09分開議 

○議長（森  昭人君）  皆さん、おはようございます。 

 議員各位におかれましては、２８日間にわたり慎重に御審議をいただき、また、議会運営にも

格段の御協力を賜り、本日、最終日を迎えることができました。心から感謝申し上げます。 

────────────・────・──────────── 

開議の宣告 

○議長（森  昭人君）  ただいまの出席議員は１６名です。定足数に達していますので、これよ

り本日の会議を開きます。 

 本日の会議の議事は、お手元に配付しております議事日程により行います。 

────────────・────・──────────── 

日程第１．議案第５４号 

○議長（森  昭人君）  日程第１、議案第５４号日出町特定教育・保育施設及び特定地域型保育

事業の運営に関する基準を定める条例の一部改正についての訂正の件を議題にします。 

 町長から、議案第５４号日出町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基

準を定める条例の一部改正についての訂正の件の理由の説明を求めます。 

 町長 本田博文君。 

○町長（本田 博文君）  皆さん、おはようございます。 

 本定例会に提出いたしました議案の訂正について御説明申し上げます。 

 去る９月３日に御提出いたしました議案第５４号日出町特定教育・保育施設及び特定地域型保

育事業の運営に関する基準を定める条例の一部改正について、議案の訂正をしたいので、議会の

許可を求めるものでございます。 

 訂正の内容でありますが、令和元年５月３１日に公布された特定教育・保育施設及び特定地域

型保育事業の運営に関する基準の一部を改正する内閣府令に誤りがあったため、お手元に配付し

た正誤表のとおり訂正するものであります。 

 以上、甚だ簡単ではございますが、今定例会に提出いたしました議案の訂正について御説明を
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申し上げました。何とぞ、慎重な御審議を賜りまして御許可くださいますようお願い申し上げま

す。 

○議長（森  昭人君）  お諮りします。ただいま議題となっております議案第５４号日出町特定

教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の一部改正についての

訂正の件を許可することに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（森  昭人君）  異議なしと認めます。したがって、議案第５４号日出町特定教育・保育

施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の一部改正についての訂正の件は

許可することに決定しました。 

 お諮りします。ここでしばらく休憩したいと思います。これに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（森  昭人君）  異議なしと認めます。したがって、しばらく休憩します。 

 福祉文教常任委員会の委員は会議室にお集まりください。 

午前10時12分休憩 

……………………………………………………………………………… 

午前10時19分再開 

○議長（森  昭人君）  休憩前に引き続き、会議を開きます。 

────────────・────・──────────── 

委員長報告 

○議長（森  昭人君）  これより委員長報告を行います。 

 今期定例会で、それぞれ所管の常任委員会並びに特別委員会に付託された議案並びに事業等に

ついて、各委員会における審査結果の報告を求めます。 

 総務産業常任委員会委員長 金元正生君。８番。 

○総務産業常任委員長（金元 正生君）  皆さん、おはようございます。それでは、総務産業常任

委員会の報告をいたします。 

 当委員会は、会期日程に従いまして、委員全員出席のもと、町長以下、所管各課の課長の出席

を求め、９月１８日に委員会を開催いたしました。付託議案１２件の審査内容をまず御報告いた

します。 

 議案第３８号日出町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の制定であります。 

 臨時職員及び非常勤職員の適正な任用や処遇改善を目的に、令和２年４月１日より会計年度任

用職員制度が開催されることに伴い、自治体ごとに、給与、各種手当、費用弁償等の支給方法等

について定める必要があるため、新たに条例を制定するものであり、本条例の制定に伴い、改正
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が必要となる関係条例の改正もあわせて行うものであります。 

 新たに始まる会計年度任用職員制度について、その任用に係るルールや給与の水準と支給され

る手当等について委員より質問があり、給与表は職員と同じものを使用することになっているが、

給料の基準は現在の非常勤職員と概ね同等の水準を維持し、加えて、期末手当が新たに支給され

ることから、年収レベルでは、確実にアップすることになるとのことでございました。 

 規則に委任される運営面での詳細部分については、他市町村との均衡を図る必要があり、不確

定な部分も残っているが、募集を開始するまでには整備していくということでございます。 

 次に、議案第３９号日出町森林環境譲与税基金条例の制定については、新たに創設された森林

環境譲与税を財源として、森林の整備並びに森林の整備を担うべき人材の育成及び確保、森林の

有する公益的機能に関する普及啓発、木材の利用の促進、その他、森林の整備の促進に必要な経

費の財源に充てるための基金を設置するに当たり、その名称及び目的を定めるものであります。 

 次に、議案第４０号地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例

の整備については、地方公務員法及び地方自治法の改正に伴い、臨時的任用職員や会計年度任用

職員に関する規定が追加され、これに伴う分限、勤務時間、人事行政の運営状況の公表等につい

て、関係条例の改正を行うものであります。 

 次に、議案第４１号職員の給与に関する条例等の一部改正について。 

 成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律

による地方公務員法の一部改正に伴い、成年被後見人等にかかわる規定等について改正するもの

であります。 

 次に、議案第４２号日出町特別職の職員で、常勤のものの給与に関する条例の一部改正につい

ては、日出町行財政改革大綱を策定し、行財政改革の先頭に立って取り組む立場であることを考

慮し、町長、副町長及び教育長の期末手当を減額するため、所要の改正を行うものであります。 

 なお、期末手当の減額率は町長が１０％、副町長及び教育長が５％で、減額の期間としては、

令和元年１０月１日から、町長の任期である令和２年９月４日までとなっております。 

 次に、議案第４７号日出町消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例の一部改正につ

いては、成年被後見人の権利の制限にかかわる措置適正化等を図るための関係法律の整備に関す

る法律の成立に伴い、地方公務員法が改正され、消防団員になることができない条項の中から、

成年被後見人または被保佐人を削除するため、及び字句の整理を行うため、条例を改正するもの

であります。 

 次に、議案第４８号日出町災害弔慰金の支給等に関する条例の一部改正については、災害弔慰

金の支給等に関する法律の改正に伴い、償還金の支払い猶予、償還の免除及び支払い猶予もしく

は免除の判断のために、資産状況の報告等を求めることができることなどについて定められた条
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例を改正するものであります。 

 次に、議案第４９号日出町手数料条例の一部改正についてであります。 

 旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者に対する一時金の支給等に関する法律が施行され、

戸籍事項の証明に係る手数料を無料にすることが定められたこと及び条例内の整備を行うため、

条例の改正を行うものであります。 

 次に、議案第５２号日出町町道の構造の技術的基準等に関する条例の一部改正については、道

路構造令の一部を改正する政令の施行により、自転車通行帯が新設されたことに伴い、改正を行

うものであります。 

 次に、議案第５３号日出町準用河川に設ける河川管理設置等の構造の技術的基準に関する条例

の一部改正については、河川管理施設等構造令の一部を改正する政令の施行により、津波を洪水

や高潮とは異なる外力と規定し、計画津波水位を定めること等が定められたことにより、条例を

改正するものであります。 

 次に、議案第５６号日出町行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関す

る法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の一部改正については、行

政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律で定める事務・特定個人

情報を町が独自に利用することに当たって必要な例規整備のため、条例を改正するものでありま

す。 

 次に、議案第５７号消費税及び地方消費税率の改正に伴う関係条例の整備に関する条例の一部

改正についてであります。 

 施設利用者の利便性と事務処理の簡素化を考慮し、使用料の端数処理に係る規定を整備し、

１０円未満の端数を切り捨てた額とする条例改正を行うものであります。 

 以上、今期定例会において、総務産業常任委員会の付託議案１２件は、審査の結果、全会一致

で可決であります。 

 続きまして、事務調査の主要事項について御報告いたします。 

 まず、総務課です。報告のありました９月１日の総合防災訓練について、事前の想定と実施し

た訓練が違ってきたことから、訓練終了後の現場に多少混乱が見受けられたが、他の協力機関と

連携を密にした細やかな訓練計画を立てて今後実施するよう、意見がございました。 

 また、避難所となっている体育館の窓を、虫が多い夏場でも開放できるように、網戸の設置等

を検討していく必要があるのではないかという意見が出されております。 

 ほか、職員採用試験の状況と旧豊岡ふれあいセンター分館の整備事業の現状についての報告が

ございました。 

 次に、財政課からは議案３件の説明、政策推進課については、コミュニティバスのダイヤ改正
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について、契約検査室については、契約及び執行状況の説明、税務課からは、平成３０年度県下、

県下市町村税の決算状況報告、生活環境課については、令和元年日出町交通安全大会と交通事故

発生状況の説明を受けた後、商工観光課からは、商工関係と観光関係に分けて説明を受けました

が、株式会社ジェイデバイスの杵築工場閉鎖に伴う雇用に対する取り組みについての問いには、

県や関係市町村と協議をしながら進めていくとのことでございます。ほか、深見記念館の運営に

ついては、稼働率を上げるよう意見が出ております。 

 また、観光協会が一般社団法人になって何がどう変わるのかとの問いには、来月早々に理事会

を開催予定で、その決定事項を議会に報告するということでございます。 

 次に、農林水産課については、配付資料の報告事項の中で、ラグビーワールドカップ２０１９大

分大会でのぎんなんＰＲ事業の費用についての確認がございました。基本的には、各自治体が自

治体経費であるが、世界農業遺産の消耗品費から活用するとのことでございました。 

 都市建設については、ケアホープ裁判、町道堀・南浜線の陥没、町営仁王住宅の屋根報告につ

いて報告がございましたが、委員から、報告以外で、パークゴルフ場について、健康づくりを主

に活動している団体やパークゴルフ協会が運営しているところもあり、収益についての検討はと

の問いには、現在利用者はふえているが、赤字の原因は人件費と芝の管理で、利用者をさらにふ

やすとともに、経費の削減として、芝管理の委託を含めた指定管理も検討していく旨の答弁でご

ざいました。 

 上下水道課からは、日出町上下水道の発注工事の進捗状況の説明を受けております。 

 以上、甚だ簡単ではございますが、所管各課の事務調査報告といたします。 

 最後に、当委員会は、閉会中に、観光政策全般についての事務調査並びに来月、埼玉県へ地域

公共交通事業とスマートシティ実証実験導入の経緯、現状についてと観光事業についての行政視

察を行いたいと思います。 

 また、１１月に住民との意見交換会を開催いたしますが、当委員会の開催担当は藤原・川崎・

大神地区でございます。なお、意見交換会で出された意見・要望についての集約及び協議を行う

ため、意見交換会終了後、再度、当委員会を開催したいので、あわせて、議会の承認をお願いい

たします。 

 以上で、総務産業常任委員会の報告といたします。 

○議長（森  昭人君）  次に、福祉文教常任委員会委員長 衛藤清隆君。５番。 

○福祉文教常任委員長（衛藤 清隆君）  福祉文教常任委員会は、会期日程に従いまして、９月

１８日に、委員全員出席のもと、町長、教育長、担当課長の出席を求め、委員会を開催いたしま

した。 

 当委員会に付託されました議案８件につきまして、審査の結果を報告いたします。 
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 まず、議案第４３号日出町国民健康保険条例の一部を改正する条例で、目的としては、市町村

の個々の事情により、被保険者とすることが適当でない特殊事由について、国民健康保険法に基

づき、適用除外の規定を整備するもので、内容といたしましては、児童福祉法の規定により、児

童施設に入所している児童または里親に委託されている児童であって、民法の規定による扶養義

務者のない者については、国民健康保険の被保険者としないことを条例に定めるもので、今、日

出町には事例がないとのことで、全会一致で可決です。 

 次に、議案第４４、４５、４６号についてです。 

 南端幼稚園、小学校、中学校の設置に関する条例の一部改正についてです。 

 南端地区が活性化するように、そして、日出町の公有財産を有効活用するために、現在、休校

中であります。南端幼稚園、小中学校設置条例中の学校の名称及び位置から削除するものです。

全会一致で可決です。 

 次に、議案第５０号です。日出町印鑑の登録及び証明に関する条例の一部改正についてで、今、

社会において、旧姓を使用しながら活用する女性が増加している中、さまざまな活動の場面で旧

姓を使用しやすくなるようにとの累次の閣議決定等を踏まえ、住民基本台帳法施行令などの一部

改正が行われました。 

 その中で、印鑑登録事務は自治事務のため、住民基本台帳に旧氏が記録されることに伴い、印

鑑登録にも旧氏が用いられることから、日出町においても、日出町印鑑の登録及び証明に関する

条例を適宜改正し、整備するものです。 

 条例の施行日は、令和元年１１月５日です。全会一致で可決です。 

 次に、議案第５１号日出町老人介護者手当支給条例の一部を改正する条例で、家族介護支援対

策事業の見直しによる家族介護慰労金の廃止に伴い、条例の改正を行うもので、要介護４または

５に認定され、町民税非課税の世帯に属する在宅の高齢者で、過去１年間、介護保険サービスを

受けなかった場合に、介護している家族に対して年額１０万円を支給する制度で、今まで、申請

の実績がなく、日出町では、本年３月より、日出介護支援対策事業実施要綱から削除していると

の説明があり、全会一致で可決です。 

 次に、議案第５５号日出町子どものための教育に関する利用者負担額を定める条例、及び幼稚

園の設置に関する条例の一部を改正する条例についてで、１０月から幼児教育・保育の無償化が

実施されることに伴う条例改正で、日出町子どものための教育に関する利用者負担額を定める条

例の一部改正についての具体的な内容としては、題名を日出町特定教育、保育施設及び特定地域

型保育事業の利用者負担額などに関する条例に改め、幼児教育・保育施設の３歳以上の利用者の

負担額を無償とするとともに、０歳から２歳までの施設利用者の負担額については規則で定める。

また、円滑な運営を確保するため過料を規定するもので、全会一致で可決です。 
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 最後に、議案第５４号についてでありますが、日出町特定教育・保育施設及び特定地域型保育

事業の運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例について、子ども・子育て支援法の

一部を改正する法律の施行に伴い、国の特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関

する基準の改正によるもので、具体的な内容としては、これまで、食材料費は保育料の一部とし

て保護者から徴収していたが、１０月から実施される幼児教育・保育の無償化により、食事の提

供に要する費用の取り扱いの変更と無償化の対象となる認可外保育施設の範囲の限度を規定する

ものです。 

 既に審議を行っており、結果は可決しておりましたが、先ほど、町長より訂正されました件で

審議いたしました結果、全会一致で可決です。 

 続きまして、所管各課の事務調査についての報告をいたします。 

 住民課からは、議案説明に続き、年金生活を支援するための年金生活者支援給付金制度の説明

があり、１０月からの消費税引き上げ分を活用して、収入金額が一定基準額以下の年金受給者の

生活を支援するため、老齢年金、障害者年金、遺族年金に対して、年金に上乗せして支給される

ものです。 

 次に、福祉対策課からは、第１９回全国障害者スポーツ大会が、１０月１２日から３日間、茨

城県で行われ、日出町より３名の選手が派遣されるとのことでした。 

 また、第１４回大分県地域福祉推進大会で、明るい高年賞に５名の方が表彰されるとのことで

した。 

 また、自殺予防週間における街頭キャンペーンについてと、民生委員一斉改選の経過報告につ

いての報告があり、６７名のうち、残り２名の方の人選を進めているとの説明がありました。 

 教育総務課からは、議案第５５号関連での説明で、子ども・子育て支援法の一部改正により、

日出町子どものための教育に関する利用者負担額を定める条例を、日出町特定教育・保育施設及

び特定地域型保育事業の利用者負担額に関する条例に、また、幼稚園の設置に関する条例を幼稚

園の設置及び管理に関する条例にする題名、文言を改める説明がありました。 

 社会教育課からは、登録は必要になるが、各会場の申し込みが６月よりインターネットででき

るようになっているとのことでした。 

 次に、文化・スポーツ振興課からは、埋蔵文化財本発掘調査の進捗状況について、９月２日か

ら１週間、表土のはぎ取り作業を行い、９日からは、作業員による手掘り作業を行っているとの

ことでした。 

 次に、図書館からは、８月の行事報告と今後の行事計画の説明がありました。 

 また、給食センターについては、今後、建物の建築設計で変更できる段階での公開を要望いた

しました。 
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 以上、定例会で福祉文教常任委員会に付託されました議案の審査結果及び所管各課の事務調査

の報告といたします。 

 なお、当委員会は、来月下旬に小中学校の学力向上の取り組みについてと充実した子育て支援

について、東北地方に行政視察研修を行いたいと思います。 

 また、１１月の住民との意見交換会では、南端地区・豊岡地区・日出地区で、所管テーマは高

齢化社会の現状と課題についてとし、開催いたします。 

 なお、閉会中の委員会として、意見交換会における意見集約及び幼児教育・保育の無償化が実

施された状況調査についてと、給食センター建設についての審査及び所管各課の事務調査を行い

たいと思いますので、議会の承認をお願いいたします。 

 以上で、福祉文教常任委員会の報告といたします。 

○議長（森  昭人君）  次に、予算常任委員会委員長 土田亮治君。１１番。 

○予算常任委員会委員長（土田 亮治君）  予算常任委員会の御報告をいたします。 

 当委員会は、会期日程に従いまして、関係者出席のもと、当委員会に付託されました議案４件

について審査いたしましたので、その結果を御報告申し上げます。 

 なお、総務産業委員長並びに福祉文教委員長より、予算分科会を開催しなかった旨の報告がご

ざいました。 

 まず、議案第３４号令和元年度日出町一般会計補正予算（第４号）についてでありますが、歳

入歳出それぞれに１億１,４１７万８千円を追加し、補正後の予算総額を１０３億９,０７８万

７千円とするものです。 

 歳出の主なものは、川崎工業団地振興事業のＦＡＢ東棟屋上防水改修工事費・スケルトン撤去

料等に４,１７７万４千円、ふるさと寄附金の増加によるまちづくり基金への積み立てに

１,６０９万８千円、ふるさと寄附金事業では、返礼品に対する一般報償費、返礼業務委託料等

で３,８３１万５千円。その他、個人番号利用環境整備２５２万９千円、幼児教育保育の無償化

３２８万７千円、森林環境整備１４５万６千円等の各事業費となっております。 

 歳入の主なものは、財政調整基金等からの繰入金１,１１１万２千円、ふるさと寄附金７千万

円、町債１,８１０万円などとなっております。 

 全会一致で可決であります。 

 次に、議案第３５号令和元年度日出町国民健康保険特別会計補正予算（第１号）についてです

が、歳入歳出それぞれ３,１６９万１千円を追加し、補正後の予算総額を３２億８８４万７千円

とするものです。 

 歳出につきましては、保険給付費等交付金の過年度返納金や産休代替のための臨時雇賃金等を

計上し、予備費で財源調整をするものです。 
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 歳入は、前年度決算に伴う繰越金等を計上しております。 

 全会一致で可決であります。 

 続いて、議案第３６号令和元年度日出町介護保険特別会計補正予算（第１号）についてであり

ます。 

 保険事業勘定の歳入歳出それぞれ３,７１１万８千円を追加し、補正後の総額を２５億

５,２７２万５千円とするものです。 

 歳出は、介護給付費負担金過年度返納金等を計上し、予備費で財源調整したものです。 

 歳入につきましては、前年度決算に伴う繰越金等を計上しております。 

 全会一致で可決であります。 

 最後に、議案第３７号令和元年度日出町下水道事業会計補正予算（第１号）についてでありま

すが、当初定められた収益的収入及び支出予算のうち、収入の予定額５億９,３５０万７千円に

営業外収益の１８１万７千円を追加し、下水道事業収益予定額を５億９,５３２万４千円に、支

出の予定額５億８,６１３万９千円に営業費用の２１０万８千円を追加し、下水道事業費用予定

額を５億８,８２４万７千円に補正をするものです。 

 全会一致で可決であります。 

 以上、簡単ではありますが、予算常任委員会の報告とさせていただきます。 

○議長（森  昭人君）  次に、決算特別委員会委員長 岩尾幸六君。１０番。 

○決算特別委員長（岩尾 幸六君）  それでは、決算特別委員会の報告を行います。 

 当委員会は、会期日程に従いまして、委員全員出席のもと、町長ほか、担当課長の出席を求め、

２議案について慎重に審議を行いました。 

 まず、認定第１号平成３０年度日出町一般会計、国民健康保険特別会計、公共下水道事業特別

会計、漁業集落排水事業特別会計、農業集落排水事業特別会計、介護保険特別会計及び後期高齢

者医療特別会計、歳入歳出決算の認定についてであります。 

 平成３０年度の一般会計は、歳入決算額９８億５３９万５千円で、前年比６％減、歳出決算額

は９６億４,０２９万円で、前年度比で５.７％の減でありますが、歳入歳出総額ともに、前年度

に比べ減少したものの、１００億円に迫る大きな決算規模となりました。 

 続いて、歳入であります。 

 地方交付税、国庫支出金、町債が減額、町税や繰越金は増額したものの、前年度比６億

２,１４５万２千円の減額となっております。 

 歳出では、人件費や扶助費などの義務的経費や普通建設事業が減額、委託料などの物件費や一

部事務組合負担金などの補助費は増額したものの、前年度比で５億７,７４７万４千円の減額と

なっております。 
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 次に、基金の状況についてであります。 

 歳入の財源不足の補填に財政調整基金を１億４,７００万円、減債基金を８千万円取り崩しを

行っております。日出町公共施設整備基金、日出町まちづくり基金など、特定目的基金を含めた

平成３０年度末の基金現在額は１８億３,８３２万２千円で、前年度比と比較しますと１億

５５１万６千円の減少となっております。 

 実質収支は１億４,９３１万５千円の黒字でありますが、単年度収支は、１,９１３万５千円の

赤字、実質単年度収支額も、積立金の取り崩しにより１億６,５７８万２千円の赤字となりまし

た。 

 特別会計につきましては、６つの特別会計の合計で、歳入の決算額は６８億４,４２２万９千

円、歳出決算額は６７億８,１３６万８千円であり、実質収支は６,２８６万７千円の黒字であり

ます。 

 認定第１号につきましては、慎重審議の結果、全会一致で認定であります。 

 続いて、認定第２号平成３０年度日出町水道事業会計決算の認定及び利益剰余金の処分につい

てであります。 

 平成３０年度の水道事業の業務実績は、給水件数１万９９３件で、給水人口は２万６,１９０人

で、前年度と比較してみますと、給水件数で１２３件の増でありますが、給水人口は８５人の減

となりました。年間の総配水量は３６０万７千平方メートルで、前年度と比較して６,２４１立

方メートルの減少となりました。 

 まず、収益収入の税込みの決算額は４億３,４３７万３千円で、主なものは、給水収益で３億

８,５７１万２千円で、前年度比０.２８％減となっております。収益的支出の決算額は３億

５,３６０万６千円で、前年度と比較して４.２１％増となっております。 

 資本的収入の決算額は、今年度はありませんでした。 

 資本的支出総額は１億３,９６３万１千円で、内訳として、建設改良費が７,９８０万２千円、

企業債償還金５,９８２万９千円であります。 

 資本収支の差引不足額１億３,９６３万１千円は、過年度分消費税及び地方消費税資本的収支

調整額１,２９７万６千円、現年度分損益勘定留保資金１億９９９万８千円及び減債積立金

１,６６７万７千円で補填しております。 

 認定第２号につきましても、慎重審査の結果、全会一致で認定であります。 

 以上、甚だ簡単ではありますが、決算特別委員会の報告といたします。 

○議長（森  昭人君）  次に、議会活性化特別委員会委員長 川西求一君。９番。 

○議会活性化特別委員長（川西 求一君）  議会活性化特別委員会は、会期日程に従いまして、

９月２４日、委員全員出席のもと、委員会を開催いたしましたので、御報告いたします。 
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 委員会での協議並びに決定内容につきましては、さきの委員の皆様につきましては、会期中、

全員協議会でその概要を報告させていただいたところであります。 

 まず、議会中継についてであります。 

 インターネットによります議会中継の配信時期については、令和２年第２回定例会より配信す

ることとし、今後実施に向けまして具体的作業を、執行部の協力のもと、理解をいただきながら

行ってまいりたいと思います。 

 議会中継の内容については、本会議全てとして、本会議終了後、概ね７日をもって議会ホーム

ページに掲載し、配信期間は、配信しながら検討を加えていくとしますが、５年を基本といたし

ました。 

 配信に当たっては、画像の編集等が必要となってきますが、当面、編集作業の外部委託を視野

に入れながらではありますが、当委員会より委員２名及び事務局により行っていくことといたし

ました。 

 次に、町民との意見交換会についてであります。 

 当案件につきましては、先ほど、両委員長から御説明がありましたように、総務産業常任委員

会、福祉文教常任委員会に分担して実施するものでございます。当委員会といたしましては、主

に、広報やアンケートの内容、時期などの協議確認を行ったところです。 

 意見交換会の最大の目標であります町民の声を議会からの政策提言へと発展させるためには、

スピード感を持って事後対応を図ることが重要であるとの委員間協議がなされたところです。 

 具体的には、各委員会につきましては、意見交換会終了後、概ね、１週間において意見集約を

行い、当委員会への報告を行うとともに、速やかに、全員協議会等を経て、日出町議会として十

分な審議を行い、政策提言等々いたしまして、町執行部に提出していくことといたしました。 

 何とぞ、町執行部の皆様も、スピード感を持った対応をお願いいたします。 

 各委員会並びに町執行部におかれましては、大変、行事等忙しい時期となりますが、何とぞよ

ろしくお願いいたします。 

 次に、災害対応マニュアルについてであります。 

 より実効性のある災害対応については、要綱について、１０月１日より施行することとし、用

具等については、貸与規程を定めることといたしました。 

 なお、当委員会は、閉会中に町民との意見交換会並びに議会活性化について、委員会の開催及

び議会のＩＣＴ化等について、先進近隣市への視察研修を行いたいので、議会の御承認をお願い

いたします。 

 以上、甚だ簡単でありますが、議会活性化特別委員会の報告とさせていただきます。 

○議長（森  昭人君）  次に、議会報編集特別委員会委員長 池田淳子君。１２番。 
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○議会報編集特別委員長（池田 淳子君）  議会報編集特別委員会の御報告を申し上げます。 

 当委員会は、会期日程に従いまして、委員全員出席のもと、９月２４日に委員会を開催いたし

ました。 

 議会だより第１１７号の問題点の確認、また、今定例会の内容を報告するための議会だより第

１１８号の編集における役割分担及び編集日程について協議をいたしました。研修で指摘された

箇所を意識しつつ、わかりやすく内容を伝えられる議会だよりの編集を行っていきたいと思って

おります。 

 なお、当委員会は、閉会中、議会だより第１１８号の発行に向けての編集作業を行いたいので、

議会の承認をお願いいたします。 

 以上、甚だ簡単ではございますが、議会報編集特別委員会の報告といたします。 

○議長（森  昭人君）  次に、議会運営委員会委員長 熊谷健作君。１４番。 

○議会運営委員長（熊谷 健作君）  議会運営委員会は、次回定例会の準備のために、閉会中に委

員会を開催いたします。皆様方の御承認をお願いいたします。 

○議長（森  昭人君）  以上で、各委員会における審査結果の報告を終わります。 

────────────・────・──────────── 

委員長報告に対する質疑 

○議長（森  昭人君）  これより、委員長報告に対する質疑を行います。質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（森  昭人君）  なければ、これで質疑を終わります。 

────────────・────・──────────── 

討論 

○議長（森  昭人君）  これより討論を行います。討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（森  昭人君）  なければ、これで討論を終わります。 

────────────・────・──────────── 

採決 

○議長（森  昭人君）  これより採決を行います。 

 議案第３４号令和元年度日出町一般会計補正予算（第４号）についてから、議案第３７号令和

元年度日出町下水道事業会計補正予算（第１号）についてまでの４件を一括して採決します。 

 各議案に対する委員長の報告は可決です。議案第３４号から議案第３７号までは、委員長の報

告のとおり決定することに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 
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○議長（森  昭人君）  異議なしと認めます。したがって、議案第３４号から議案第３７号まで

については、委員長の報告のとおり可決されました。 

 次に、議案第３８号日出町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の制定について

から議案第４３号日出町国民健康保険条例の一部改正についてまでの６件を一括して採決します。 

 各議案に対する委員長の報告は可決です。議案第３８号から議案第４３号までは、委員長の報

告のとおり決定することに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（森  昭人君）  異議なしと認めます。したがって、議案第３８号から議案第４３号まで

については、委員長の報告のとおり可決されました。 

 次に、議案第４４号小学校の設置に関する条例の一部改正について、議案第４５号中学校の設

置に関する条例の一部改正について並びに議案第４６号幼稚園の設置に関する条例の一部改正に

ついての３件を一括して採決します。 

 この採決は挙手により行います。 

 なお、議案第４４号から議案第４６号までの３件については、地方自治法第２４４条の２第

２項並びに議会の議決に付すべき契約及び特に重要な公の施設の廃止に関する条例第３条の規定

により、出席議員数１６名の３分の２以上である１１名以上の同意を必要とする特別多数議決で

あります。 

 各議案に対する委員長の報告は可決です。議案第４４号から議案第４６号までの３件について

は、委員長の報告のとおり決定することに賛成の方は挙手を願います。 

〔賛成者挙手〕 

○議長（森  昭人君）  挙手多数です。ただいまの挙手は１４名です。所定数に達しております。

したがって、議案第４４号から議案第４６号までの３件については、委員長の報告のとおり可決

されました。 

 次に、議案第４７号日出町消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例の一部改正につ

いてから議案第５７号消費税率及び地方消費税率の改定に伴う関係条例の整備に関する条例の一

部改正についての１１件を一括して採決します。 

 各議案に対する委員長の報告は可決です。議案第４７号から議案第５７号までは、委員長の報

告のとおり決定することに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（森  昭人君）  異議なしと認めます。したがって、議案第４７号から議案第５７号まで

については、委員長の報告のとおり可決されました。 

 次に、同意第４号日出町教育委員会教育長の任命について、同意を求める件を採決します。 
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 同意第４号については、原案のとおりこれに同意することに賛成の方は挙手を願います。 

〔賛成者挙手〕 

○議長（森  昭人君）  挙手全員です。したがって、同意第４号については、原案のとおり同意

することに決定しました。 

 次に、諮問第４号人権擁護委員の候補者の推薦について採決します。 

 諮問第４号については、人権擁護委員の候補者の推薦につき意見を求めることについて、適任

であると答申したいと思います。これに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（森  昭人君）  異議なしと認めます。したがって、諮問第４号については、適任である

と答申することに決定しました。 

 次に、認定第１号平成３０年度日出町一般会計、国民健康保険特別会計、公共下水道事業特別

会計、漁業集落排水事業特別会計、農業集落排水事業特別会計、介護保険特別会計及び後期高齢

者医療特別会計歳入歳出決算の認定についてと、認定第２号平成３０年度日出町水道事業会計決

算の認定及び利益剰余金の処分についての２件を一括して採決します。 

 両案に対する委員長の報告は認定です。認定第１号と認定第２号は、委員長の報告のとおり決

定することに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（森  昭人君）  異議なしと認めます。したがって、認定第１号と認定第２号は、委員長

の報告のとおり認定されました。 

 各委員長から、閉会中の所管事務調査並びに行政視察研修等の申し出がありましたので、お諮

りをいたします。 

 各委員長から申し出の閉会中に行う所管事務調査並びに行政視察研修等については、各委員長

の申し出のとおり承認することに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（森  昭人君）  異議なしと認めます。したがって、各委員長から申し出の件は承認する

ことに決定しました。 

 お諮りします。１１月８日に大分県町村議会議長会主催の第２回町村議会議員研修会が日出町

中央公民館において開催されますので、参加したいと思います。これに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（森  昭人君）  異議なしと認めます。したがって、大分県町村議会議長会主催の第２回

町村議会議員研修会に参加する件は承認されました。 

 お諮りします。第６３回町村議会議長全国大会が１１月中旬に東京で開催されますので、これ



- 195 - 

に参加したいと思います。これに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（森  昭人君）  異議なしと認めます。したがって、第６３回町村議会議長全国大会に参

加する件は承認されました。 

 ただいま、議案１件が提出されました。 

 お諮りします。議案１件を日程に追加し、追加日程第１として議題とします。これに御異議あ

りませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（森  昭人君）  異議なしと認めます。したがって、議案１件を日程に追加し、追加日程

第１として議題とすることに決定しました。 

────────────・────・──────────── 

追加日程第１．発議第２号 

趣旨説明 

○議長（森  昭人君）  追加日程第１、発議第２号教職員定数改善と義務教育費国庫負担制度

２分の１復元をはかるための、２０２０年度政府予算に係る意見書（案）の提出についてを上程

し、議題とします。 

 発議第２号教職員定数改善と義務教育費国庫負担制度２分の１復元をはかるための、２０２０年

度政府予算に係る意見書（案）の提出についての趣旨説明をお願いします。 

 ９番、川西求一君。川西求一君。 

○議員（９番 川西 求一君）  発議第２号教職員定数改善と義務教育費国庫負担制度２分の１の

復元及び制度の拡充をはかるための、２０２０年度政府予算に係る意見書（案）の提出について、

趣旨の説明を申し上げます。 

 学校現場では、解決すべき課題が山積しており、子どもたちの豊かな学びを実現するための教

材研究や授業準備の時間を十分に確保することが困難な状況となっています。 

 豊かな学びの実現のためには、教職員定数改善などの施策が最重要課題です。また、学校現場

においては、長時間労働是正に向けて、教職員の働き方改革が進められようとしていますが、中

でも、教職員定数改善は欠かせません。 

 義務教育費国庫負担制度については、小泉政権下の三位一体改革の中で、国庫負担率が２分の

１から３分の１に引き下げられました。国の施策として、定数改善などに向けた財源を保障し、

子どもたちが全国のどこに住んでいても、一定水準の教育を受けられるようにすることが憲法上

の要請です。 

 こうした理由から、内閣総理大臣、総務大臣、財務大臣、文部科学大臣に対し意見書を提出す
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るものであります。 

 以上、御説明申し上げましたが、何とぞ、議員各位の御賛同をお願いいたします。 

○議長（森  昭人君）  以上で趣旨説明を終わります。 

 お諮りします。本日は日程の都合上、委員会付託を省略して審議をしたいと思いますが、これ

に御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（森  昭人君）  異議なしと認めます。したがって、委員会付託を省略することに決定し

ました。 

 お諮りします。ここでしばらく休憩します。これに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（森  昭人君）  異議なしと認めます。したがって、しばらく休憩します。 

午前11時18分休憩 

……………………………………………………………………………… 

午前11時19分再開 

○議長（森  昭人君）  休憩前に引き続き、会議を開きます。 

────────────・────・──────────── 

追加議案に対する質疑 

○議長（森  昭人君）  これより、追加議案に対する質疑を行います。質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（森  昭人君）  なければ、これで質疑を終わります。 

────────────・────・──────────── 

討論 

○議長（森  昭人君）  これより討論を行います。討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（森  昭人君）  なければ、これで討論を終わります。 

────────────・────・──────────── 

採決 

○議長（森  昭人君）  これより採決を行います。 

 発議第２号教職員定数改善と義務教育費国庫負担制度２分の１復元をはかるための、２０２０年

度政府予算に係る意見書（案）の提出についてを採決します。本案は原案のとおり決定すること

に賛成の方は挙手を願います。 

〔賛成者挙手〕 
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○議長（森  昭人君）  挙手全員です。したがって、発議第２号については、原案のとおり可決

されました。 

────────────・────・──────────── 

閉会の宣告 

○議長（森  昭人君）  以上で、今期定例会における議案等の審査は全て終了しました。議員各

位におかれましては、議案審議や議会運営に格別の御尽力、御協力をいただき、こうして閉会を

迎えることができましたことに対し、心から感謝申し上げます。 

 これをもちまして、令和元年第３回日出町議会定例会を閉会します。これに御異議ありません

か。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（森  昭人君）  異議なしと認めます。したがって、令和元年第３回日出町議会定例会を

閉会することに決定しました。 

 これで閉会します。御苦労さまでした。 

午前11時20分閉会 

────────────────────────────── 
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